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52,489 469 100

59,050 469 100

54,363 469 100

 【当該任意拠出金の目的・用途等】

 【拠出先の国際機関名】World Intellectual Property Organization

2017-B

著作権制度がまだ十分に整備されていないアジア・太平洋地域における著作権制度整備及び能力開発の
促進は，我が国の権利者の海外における権利保護強化を図る上で有益であり，また，国際的な枠組みで
議論・支援を行っているWIPOと協働することにより，効率的な地域支援を実施することが可能である。
拠出金による途上国における著作権制度整備支援事業の実施に当たっては，WIPOにおいて，従前より事
業終了後にアンケートを用いて事業対象国からの要望，評価をきめ細かく聴取した上で事業を企画・実施
しており，その運営方法は評価できるものである。

　拠出金・基金
の名称

世界知的所有権機関拠出金（アジア・太平洋地域著作権制度普及促進事業）

 
【当該任意拠出金等の意義，成果等に関する我が国としての評価】

1ｽｲｽﾌﾗﾝ=112円

1ｽｲｽﾌﾗﾝ=126円

【備考】

平成２７年度 1ｽｲｽﾌﾗﾝ=116円

平成２８年度

レート ODA率（％）

　　☑イヤマークのみ　□一部イヤマーク

 【所管官庁担当局課・室名】　文化庁著作権課国際著作権室

各種セミナー・シンポジウムの開催，研修及び専門家派遣等を通じたアジア・太平洋地域における著作権
制度整備支援

種　　別

平成２９年度

【最近３年間の我が国支払額及びＯＤＡ率】

単   位


